
売買基本契約書 

 

株式会社マッチングメソド研究所（以下「甲」という）と、         （以下「乙」

という）は、相互の繁栄を図るために下記の通り基本契約書を締結する。 

  

（目的） 

第１条 甲は乙に対し、本契約の定めるところに従い、甲の製造・販売する、 

「カテキンミセル®」配合化粧品（以下「本商品」という）を売渡し、 

乙はこれを買受け、卸売または小売販売をする。 

  ２  甲は、必要と認めた場合、乙に対し、甲の定めた卸売価格をもって販売するよ

う指示することができる。 

（基本契約性） 

第２条  本契約締結後、甲乙間で締結される個々の商品の売買契約（以下「個別契約」

という）の内容は、甲乙間で特約を設ける場合を除き、本契約の定めるところと

する。 

（個別契約） 

第３条  個別契約は、甲の提出する注文書と乙の交付する注文請書の交換によって成立

する。 

（引渡） 

第４条  本商品の引渡場所は、別に甲乙間で定める乙の場所とし、乙の指定する場所で

の受領をもって乙への引渡は完了する。 

  ２  引渡場所までの運賃は、原則として甲の負担とする。 

（検品） 

第５条  乙は、甲より本商品の引渡を受けた後、本商品に数量不足又は直ちに発見でき

る瑕疵がある場合には、本商品引渡後７日以内に甲に申出るものとする。甲は、

かかる通知のあった瑕疵のある商品については、遅滞なく甲の費用をもって追加

引渡又は代替品の引渡を行う。 

（代金支払） 

第６条  乙が甲から買受けた本商品の代金は、毎月月末締切の翌月末日に現金にて甲に

支払う。 

  ２  前項の代金の支払を遅延したときは、商品代金に日歩10銭の計算による遅延損

害金を支払うものとする。 

  ３  乙は、甲が毎月発行する請求書を受領したとき、速やかにその正否を照合し、

差異がある場合は、直ちに具体的事由を記載した書面を添えて甲に通知すること

とする。請求書の受領後１０日を経過しても前記の通知がないときは、乙が甲の

請求を正当と認めたものとする。 



 

（所有権の移転） 

第７条  本商品の所有権は、本商品の代金決済と同時に甲から乙に移転する。 

（危険負担） 

第８条  本商品の引渡前に生じた本商品の滅失、毀損その他一切の損害は、乙の責めに

帰すべきものを除き甲の負担とし、本商品の引渡後に生じたそれらの損害は、甲

の責めに帰すべきものを除き乙の負担とする。 

（製造物責任） 

第９条  乙は、本契約の目的たる商品の欠陥に起因し、第三者の財産及び身体に損害を

与えたとき又は第三者との間に紛争を生じたときは、速やかに甲に連絡し、その

対処について甲と協議する。 

  ２  乙が前項の第三者に対して損害賠償を負担したときは、当該負担費用のうち甲

が負担すべき合理的な部分については甲に求償できる。 

（相殺） 

第10条  甲が乙に対し債務を負担しているときは、履行期の到来していると否とにかか

わらず、甲の乙に対する債権と債務は直ちに相殺適状となり、甲は何時でも任意

に対当額を以て相殺できるものとする。 

（期限の利益の喪失） 

第11条  乙が、次の事項の一つに該当した場合、乙は当然に甲に対するすべての債務の

期限の利益を喪失し、甲は、乙に対し、残債務全額を一時に請求でき、かつ、本

契約及び個別契約の全部又は一部を何らの催告及び自己の債務の弁済を要せず直

ちに解除できるものとする。 

① 監督官庁より営業取消又は停止等の処分を受けたとき。 

② 乙が手形、小切手の不渡を出して、銀行取引停止処分を受けたとき。 

③ 差押、仮差押、仮処分を受け、又は受けるおそれがあるとき。 

④ 破産、和議、会社更正、会社整理、特別清算の申立があったとき。 

⑤ 営業を停止し、又は変更し、若しくは解散の決議をしたとき。 

⑥ 前五号に掲げるほか、財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められ

る相当な兆候があるとき。 

⑦ 本契約又は個別契約に基づく金銭債務を期限までに履行しないとき。 

（契約期間） 

第12条  本契約の有効期間は、契約締結日より３ヶ年とする。ただし、満了日の６ヶ月

前までに甲又は乙から書面による変更、又は解約の申入のない場合には、本契約

は更に同一条件で２ヶ年更新されるものとし、その後の更新も同様とする。 

（秘密保持） 



第13条  甲又は乙は、本契約及び個別契約に基づく取引により得た機密事項を、相手方

の事前の書面により承諾なくして第三者に開示又は漏洩しないものとする。 

（協議） 

第14条  本契約に定めなき事項又は本契約の解釈につき疑義が生じた場合は、甲乙誠意

をもって協議し、解決するものとする。 

（合意管轄） 

第15条  本契約及び個別契約に関する紛争の管轄裁判所は、甲の本店所在地を管轄する

裁判所とする。 

  

 本契約の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各１通を保有する。 

   平成  年  月  日 

      甲 住所：京都市上京区油小路中立売下る甲斐守町９７ 

      ＮＴＴ西日本西陣別館３号室 

                氏名： 株式会社マッチングメソド研究所   印 

      代表取締役  瀧本 元 

              乙 住所： 

 

                氏名：                   印 

 

 


